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日 時 令和4年7月4日(月)午後2時55分から午後3時35分まで 

会 場 北広島市役所 3階 3D会議室 

出席委員 猪子道夫委員 

橘 功記委員 

畠山茂房委員 

欠席委員 なし 

市出席者 課税庁 … 千葉直樹総務部長 

近藤将雄税務課長 

小畑佳祐税務課主査（資産税土地担当） 

松原 勉税務課主査（資産税家屋償却資産担当） 

但馬広宣税務課主査（資産税家屋償却資産担当） 

事務局 … 杉山正一事務局長（総務課長） 

本宮昌宣（税務課主査） 

伊藤夕紀（税務課主任） 

 

午後2時55分 開会 

 

◎ 日程第1  開会 

 

○ 杉山総務課長 

本日はお忙しいなか、お集まりいただきありがとうございます。 

 ただいまから、令和4年度第1回北広島市固定資産評価審査委員会を開催いたします。委員

長が選出されるまでの間、進行を務めさせていただきます、総務課長の杉山と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

進行は、お手元の会議次第に従って、進めてまいります。本日は、委員の全員が出席いただ

いており、北広島市固定資産評価審査委員会規程第2条第2項の規定により、本日の会議が成

立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、はじめに千葉総務部長からご挨拶申し上げます。 

 

【千葉総務部長挨拶】 

○ 千葉総務部長 

総務部長の千葉でございます。本日は、何かとお忙しいところ、ご出席を賜り本当にありが

とうございます。 

また、委員の皆様におかれましては、日ごろから市政の推進に、特に税務行政の推進にご協

力とご指導を賜っておりますことを深く感謝申し上げます。 

この固定資産評価審査委員会でありますが、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不

服を審査決定するために地方税法に基づき設置された市の執行機関であります。 

固定資産の価格は、納税者の税負担に直接重大な影響を及ぼすものでありますことから、市

長から独立した合議制の機関において、中立的・専門的な立場から固定資産の価格の適否につ

いて審査・決定していただくことにより、適正かつ公平な価格の決定を保証し、納税者の権利

を保護するとともに、固定資産税における課税の公平を期しているところでございます。 

ここ数年の固定資産評価審査委員会の会議の開催状況につきましては、平成30年度に1件

の審査の申出があり会議を開催しておりましたが、その後においては現在までに審査の申出は

無いところでございます。 
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 最近の北広島市を取り巻く状況につきまして申し上げますと、北海道ボールパークＦビレッ

ジの建設につきましては、来年3月の開業を間近に控えており工事は順調に進んでおります。 

また、北広島駅西口周辺エリア活性化事業につきましても、今年の5月から順次工事が始ま

っているところであります。 

このように、これまでにない大規模な事業が市内において展開しており、市の固定資産税に

係る状況につきましても大きな変化を迎える時期となっております。 

 令和 4 年の 3 月に国土交通省が公表した 1 月 1 日時点の公示地価においても、市内の住宅

地・商業地の上昇変動率が全国第1位となったほか上位を占める公示価格が散見されるなど、

開業を控えたボールパークの影響を見ることができる結果となっているところであります。 

 本日は、この場をお借りしまして、令和4年度の固定資産評価の概要などについて報告させ

ていただきたい考えております。 

今後とも、公正で適正な税務行政を進め、納税者のご理解とご協力を得てまいりたいと思っ

ておりますので、委員のみなさまに、より一層のご指導を賜りますようお願い申し上げ、ごあ

いさつといたします。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

◎ 日程第2  委員及び職員の紹介 

 

○ 杉山総務課長 

 議題に入ります前に、本年 4 月の市の人事異動等に伴いまして職員の異動がありましたこ

とから、改めて委員及び職員を紹介させていただきたいと思います。時間も限られております

ので、私の方から紹介してまいりますので、よろしくお願いします。 

 

【委員紹介・市職員紹介】 

 

委員のご紹介をさせていただきます。 

平成25年から委員を務めていただいております橘 功記委員です。 

平成29年から委員を務めていただいております猪子道夫委員です。 

平成30年から委員を務めていただいております畠山茂房委員です。 

続きまして、課税庁の職員をご紹介させていただきます。 

総務部長の千葉直樹です。 

固定資産評価員であります、税務課長の近藤将雄です。 

税務課資産税で土地を担当しています主査の小畑佳祐です。 

同じく、税務課資産税で家屋・償却資産を担当しています主査の松原勉です。同じく、税務

課資産税で家屋・償却資産を担当しています主査の但馬広宣です。 

続きまして、市長から書記の同意を得ている職員を紹介させていただきます。 

税務課主査の本宮昌宣です。税務課主任の伊藤夕紀です。 

私、総務課長の杉山正一と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 

◎ 日程第3  委員長の選任について 

 

○ 杉山総務課長 

それでは、日程の3、「委員長の選任について」を議題といたします。委員長の選任について

は、北広島市固定資産評価審査委員会条例第2条第2項において「委員会は、委員のうちから

委員長を選挙しなければならない。」と定められておりますが、どのように決めたらよろしい
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でしょうか。 

 

○ 猪子委員 

 橘委員を推薦したいと思います。 

 

○ 杉山総務課長 

ただいま猪子委員から橘委員を委員長に推薦する旨の発言をいただきましたが、いかがでし

ょうか。 

 

○ 畠山委員 

 異議ありません。 

 

○ 杉山総務課長 

 それでは、皆さまの総意をもって、橘委員に委員長を務めていただきたいと思います。なお、

委員長の任期は、本日から令和5年7月3日までの1年間となります。 

委員長が決まりましたので、委員長よりひと言ご挨拶をお願いし、その後、次第に従いまし

て、議事進行をお願いいたします。 

 

○ 橘委員長 

 ただいま委員長に選出いただきました、橘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎ 日程第4  職務代理者の指定について 

 

○ 橘委員長 

 それでは、日程の4、「職務代理者の指定」につきましては、固定資産評価審査委員会条例第

2条第4項の規定により、委員長が指定することとなっておりますので、猪子委員にお願いし

たいと思います。 

 

《 猪子委員了承 》 

 

◎ 日程第5  書記の任命について 

 

○ 橘委員長 

 続きまして、日程の5、「書記の任命」につきましては、固定資産評価審査委員会条例第3条

第2項の規定により、書記は、市職員から市長の同意を得て、委員長が任命することとなって

おりますので、市長の同意のあった杉山総務課長、本宮税務課主査及び伊藤税務課主任を書記

に任命します。なお、固定資産評価審査委員会規程第3条第2項の規定に基づき書記のうちか

ら杉山総務課長を事務局長に任命します。 

 

◎ 日程第6  議事録署名委員の指名について 

 

○ 橘委員長 

続きまして、日程の6「議事録署名委員の指名」につきましては、畠山委員にお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

《 畠山委員了承 》 
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○ 橘委員長 

 了解を得ましたので、本日の議事録の署名を畠山委員にお願いします。 

 

◎ 日程第7  報告 

 

○ 橘委員長 

続きまして、日程の7「報告」に入ります。 

「報告第1号令和4年度固定資産評価概要及び縦覧・閲覧結果について」の説明をお願いしま

す。 

 

○ 杉山事務局長 

こちらの内容につきましては、課税庁から説明いたします。 

 

【課税庁説明】～ 議案書のとおり  

○ 説明員 ： 近藤税務課長 

小畑税務課主査(資産税土地担当) 

但馬税務課主査(資産税家屋償却資産担当) 

松原税務課主査(資産税家屋償却資産担当) 

 

○ 橘委員長 

ただいま、課税庁から説明がありましたが、何かご質問はございませんか。 

 

《 質疑等なし 》 

 

○ 橘委員長 

続きまして、「報告案件第2号令和4年度市税条例の改正について」の説明をお願いします。 

 

○ 杉山事務局長 

こちらの内容につきましても、課税庁から説明いたします。 

 

【課税庁説明】～ 議案書のとおり  

○ 説明員 ： 近藤税務課長 

 

○ 橘委員長 

ただいま、課税庁から説明がありました市税条例の改正につきまして、何かご質問はござい

ませんか。 

《 質疑等なし 》 

 

○ 橘委員長 

続きまして、「報告案件第3号令和3度固定資産評価審査委員会活動報告について」事務局

から説明をお願いします。 

 

○ 杉山事務局長 

令和 3 年度につきましては、6 月 29 日に固定資産評価審査委員会の会議を開催しておりま

す。なお、審査の申出はありませんでしたので、昨年度の会議の開催は1回となります。 
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また、昨年度の会議におきまして、押印廃止に伴う北広島市固定資産評価審査委員会条例の

改正を議決いただいたところであります。こちらにつきましては、8 月 20 日に開会されまし

た市議会第3回定例会に提案し、提案どおり可決され、令和3年10月1日から施行している

ところでございます。 

次に、昨年の10月7日に畠山委員の任期が満了となりましたが、同じく市議会第3回定例

会に委員の選任について市議会の同意を求め、同意を得て再度、委員として就任していただい

ております。 

簡単ではこざいますが、活動報告については以上であります。 

 

○ 橘委員長 

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問はございませんか。 

 

《 質疑等なし 》 

 

 

◎ 日程第8  議案 

 

○ 橘委員長 

 続きまして、日程の8「議案」に入ります。 

 「議案第1号北広島市固定資産評価審査委員会規程の一部を改正する規程について」を事務

局から説明をお願いします。 

 

【事務局説明】～ 議案書のとおり  

○ 説明員 ： 杉山事務局長 

 

○ 橘委員長 

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問はございませんか。 

 

○ 畠山委員 

 従来委員会で定めるとなっていたものを改正ということですが、これは要するに規程上の位

置付けが変ったということですか。 

 

○ 杉山事務局長 

そうです。委員会で当時定めていた様式について曖昧になっていた部分もありましたので、

今回改めて整理させていただきました。 

 

○ 畠山委員 

 わかりました。 

 

○ 橘委員長 

他に何かありますでしょうか。内容そのものに変更はないんですよね。 

 

○ 杉山事務局長 

はい。ありません。 

 

○ 橘委員長 
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それではこのまま採決ということでお諮りいたします。「議案第1号北広島市固定資産評価

審査委員会規程の一部を改正する規程について」は、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

 

《 異議なし 》 

 

○ 橘委員長 

議案第1号につきまして、原案のとおり決することとします。 

 

 

◎ 日程第9  その他 

 

○ 橘委員長 

 続きまして、日程の9「その他」ですが、事務局から何かございますか。 

 

○ 杉山事務局長 

私から2点説明させていただきます。 

今年度の審査の申出についてでありますが、地方税法第432条第1項の規定により、審査の

申出期間は納税通知書の交付を受けた日後 3 か月を経過する日までとなっております。今年

度の当初賦課の発付日は、4月25日となっておりますので、おそらく7月末頃が3か月を経

過する時期となります。本日現在、申出がありませんでしたので、報告します。 

なお、先ほど課税庁から説明のありました令和 3 年度分の固定資産税に係る価格に関する

審査の申出の特例に係る申出期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 3 年度の納税通知書の交付

を受けた日後15か月を経過する日までとなっております。昨年度の当初賦課の発付日が4月

26日となっておりまして、こちらも7月末頃が15か月を経過する時期となります。こちらに

つきましても、本日現在、申出がありませんでしたので、報告します。 

 もう一つ連絡事項がございます。 

 現在、市において個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護条例の改正を予定

しております。市議会への提案時期は、本年12月を予定しており、施行期日は令和5年4月

1日を予定しております。内容といたしましては、個人情報保護法が改正されまして、今まで

市の個人情報保護条例で定めていた部分について、今後は、法律の方で大半が規定されており、

条例で定める部分が少なくなる予定です。 

 これに伴いまして、個人情報保護条例の在り方が変わってくる可能性がありますので、当審

査委員会で制定しております、市の条例の下位規定に当たる「北広島市固定資産評価審査委員

会の所管に係る北広島市個人情報保護条例施行規程」について、改正が必要となる可能性がご

ざいます。その場合、市の改正条例が 12 月末に公布された後、4 月 1 日の施行期日までに当

該規程を改正しなくてはなりません。 

 ここでご了承をいただきたいのですが、今後「北広島市固定資産評価審査委員会の所管に係

る北広島市個人情報保護条例施行規程」に改正の必要が生じた場合につきましては、本来であ

れば当会議を招集し、会議に諮った上で改正の議決を得るべきでありますが、改正内容は元々

の定めが市の例によるという内容で、大きな改正ではなく文言整理に近い内容になるかと思い

ますので、会議の招集を省略し、郵送送付により書面による議事を行うこととし、委員の皆さ

まのご意見をいただいた上で、書面による承認をもって、改正の議決をいただきたいと考えて

おりますが、いかがでしょうか。 

今回の会議において、そのような方式を採用することを、あらかじめご承認いただきたく、

よろしくお願いいたします。 
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○ 橘委員長 

ただいま、事務局から説明がありましたが、あまり大きな改正にならないようなので書面で

議決を得たいということです。何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

《 質疑等なし 》 

○ 橘委員長 

 では、この件につきましては、改正の必要が生じた場合は、書面による議決で対応するとい

うことをご了承いただくということでよろしいでしょうか。 

 

《 異議なし 》 

○ 橘委員長 

では、この件につきましては、書面ということで了承しました。改正の必要が生じた場合は、

事務局から連絡があると思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 橘委員長 

 それでは、以上をもちまして、本日予定しておりました議事は、全て終了いたしましたので、

令和4年度第1回固定資産評価審査委員会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 

午後3時35分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 


